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手続き編
令和 7年 1月以降は、原則システムでの届出となりますので、システムマニュアルを参照してください。
以下の記載例とその説明については、参考として紙の様式を用いて解説をしているため、システムでの手
続きと異なります。

　「共済契約者間継続職員異動届」記載上の留意点5
継続異動とは、被共済職員が、共済契約者間で異動（移籍）する場合に、当共済制度上では退職
とせずに、被共済職員期間を通算する制度で、条件は次のとおりです。

①　�異動（移籍）は、共済契約者の業務上の都合によるものであること。

②　�共済契約者の間で被共済職員の異動（移籍）の合意が事前に出来ていること。

③　�１日も間が空かない異動であること。

④　�異動後速やかに、「共済契約者間継続職員異動届」を不備なく提出できること。

　※�条件を満たさない場合、取り扱いができません。

　※新規に加入させない旨の届出を行った施設は、異動後の勤務先施設にはできません。

記入・提出上の留意点は次のとおりです。

（１）職種番号

　�　「職種」欄には、以下の職種番号の区分により「名称」及び「番号」を記入してください。そ
の他の職員（職種番号１４）については、具体的な職名を記入してください。

職種番号
名称 番号 例 名称 番号 例 名称 番号 例
施設長 01 園長・所長・寮長・院長等 医師 05 医師等 調理員 09 調理員・調理師等

指導員 02

児童指導員・生活指導員（支援
員・相談員）・精神障害者社会復
帰指導員・ソーシャルワーカー
等

看護師 06 看護師・准看護師・保健師等 事務員 10 事務員・事務長・副施設長・副園長等
介助員 11 介助員等

訓練
指導員 07

作業指導員・職業指導員・作
業療法士・理学療法士・マッ
サージ師・聴能訓練担当職
員・言語機能訓練担当員等

ホームヘル
パー 12 ホームヘルパー・世話人等

介護支援専
門員 13 介護支援専門員・ケアマネージャー等保育士 03 保育士（保母・保父）・児童生活支援員・児童自立支援専門員等

その他 14
いずれの職種にも該当しないも
の（例えば、運転手・用務員・薬
剤師・守衛・ボイラー技士等）

介護職員 04 介護職員・寮母・寮父・ケアワーカー等 栄養士 08 栄養士等

（２）提出方法

異動後の共済契約者が、機構あてに提出してください。
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手続き編
令和 7年 1月以降は、原則システムでの届出となりますので、システムマニュアルを参照してください。
以下の記載例とその説明については、参考として紙の様式を用いて解説をしているため、システムでの手
続きと異なります。

（記載例）


